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諸外国の概要

日本における地層処分の概要

原子力発電所から発生する使用済燃料は再処理により有効活用することにしており、再処理
後に残った廃液を固化したガラス固化体が処分対象の高レベル放射性廃棄物となります。
高レベル放射性廃棄物の処分については、平成12年度に法律の整備及び実施主体である原
子力発電環境整備機構（NUMO）の設立が行われ、地下300m以深に地層処分することが基本
方針とされています。
NUMOは、平成14年12月から高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査す
る区域を公募しており、応募のあった区域の中から概要調査地区の選定が行われる予定です。

日本の処分方針

原子力発電から発生する使用済燃料は、資源の有効活用のために再処理を行うこととされていま

す。再処理の後に残る高レベル放射性廃棄物についてはガラス固化体とし、300m以上深い地層にお

いて処分することが平成12年に成立した法律によって定められています。平成19年の法律改正によ

り、一部のTRU廃棄物が地層処分の対象に加えられました。

地層処分では、地下深くの安定した地層（天然バリア）に、複数の人工障壁（人工バリア）を組み

合わせた「多重バリアシステム」を用いることにより、最終的にはモニタリングなどの人為的な管理を

終了しても安全を確保できるようにしています。

平成12年には最終処分に関する基本方針（平成20年改定）が策定され、高レベル放射性廃棄物は

30年から50年間程度貯蔵した後に最終処分する方針が示されています。

処分の実施体制

日本における地層処分の実

施主体は、原子力発電環境整

備機構（以下「NUMO」）です。

NUMOは平成12年に、「特定

放射性廃棄物の最終処分に関

する法律」に基づいて設立が

認可された法人です。

処分事業の監督・規制に

関わる主な行政機関は、経済

産業省です。経済産業大臣は

法律に基づいて最終処分につ

いての基本方針を定め、また

5年毎に最終処分計画を定め

ることとされています。こう

した方針及び計画を定めるに

当たっては、原子力委員会や

原子力安全委員会の意見を聴

き、閣議決定を経ることが必

要とされています。

拠出金額の決定  実施計画の策定

設立認可・監督

実施計画の承認

不測の事態への対応

解散の歯止め

指定・監督

発電用原子炉設置者 処分実施主体

経済産業大臣

資金管理主体

電力会社　ほか

原子力発電環境整備機構

○基本方針の策定（平成20年3月改定）

　●最終処分の基本的方向

　●国民、関係住民の理解増進に関する事項　ほか

○最終処分計画の策定（平成20年3月改定、5年毎に10年間の計画を策定）

　●最終処分の実施時期、処分量

　●（今後、概要調査地区などが選定されたときはその所在地）ほか

搬出金の納付

積立金の
外部管理

積立金の取戻し
（経済産業大臣の承認要）資金の流れ

処分地の選定
最終処分の実施
搬出金の徴収　ほか

原子力環境整備促進・
資金管理センター
資金の管理・運用
　　　　　　ほか

処分事業の基本スキーム
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サイト選定の進め方

日本では処分地の選定は右の図に示されたよ

うに3つのプロセスを経て行われることとされ

ています。これは法律で定められたプロセスで、

各段階において何を調査し、評価するかについ

ても法令で定められています。

各プロセスにおいてNUMOは、報告書の公

開や説明会の実施に加えて地域住民などから

の意見に配意して選定を行うことになっていま

す。また、経済産業大臣が概要調査地区などの

所在地を定めようとするときには、各調査地区

を管轄する都道府県知事と市町村長の意見を

十分尊重することとされています。

こうした法令上定められた条件に加えて、

NUMOは、概要調査地区の選定に当たっては

市町村から広く公募を行い、その中から調査地

区を選定していく考えです。

さらに、公募を基本としながらも、国が前面

に立った取組みの必要性から、国が文献調査の

実施を市町村に申入れすることを可能とするこ

と、広聴・広報活動、地域振興構想の提示等に

一層積極的に取り組むなどの方策が示され、こ

の方策を進めることとしています。

最終処分の開始
（平成40年代後半を目途）

①「概要調査地区」の選定

②「精密調査地区」の選定
（平成20年代中頃を目途）

③「最終処分施設建設地」の選定
（平成40年前後を目途）

●文献調査●

文献資料などにより
地震などの自然現象による地層の著しい
変動の記録がないことなどを調査

●概要調査●

ボーリングなどにより最終処分施設を
設置しようとする地層が長期間にわたって
安定しているかどうかなどを調査

●精密調査●

測定・試験施設を地下に設けて
地層の性質が最終処分施設の設置に
適しているかどうかなどを調査

安全規制、最終処分施設の建設

処分地の選定プロセス

経済産業大臣 NUMO 関係都道府県知事及び市町村長 地域住民など

最終処分計画の改定

概要調査地区などの選定のための調査

説明会の開催

意見概要及び原環機構の見解の作成

概要調査地区などの選定
●地域住民などの意見に配意して選定

実施計画の変更申請

選定完了

報告書の作成

意見書

実施計画の変更承認

意見

送付

公告・縦覧

送付

●関係都道府県知事及び
市町村長の意見を聴き、
これを十分に尊重しな
ければならない

●閣議決定　など

地域住民などの意見反映のしくみ
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